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１１月の国保・

介護110番は１１

月２９日（木）

です。 

(１)後期高齢者医療制度に関連した項目 

●７５歳以上が抜けると影響はどうなるか？ 

<答>老人保健拠出金は減るが（０６年度で約３８０億円）支援金の負担は１６０～１８０億円くらいではない

か。７５歳以上は国保料の収納率が高いので、残った世代の収納率が下がる可能性はある。現在の国保世帯数３

７～３８万世帯約６０万人、７５歳以上が抜けると２９万世帯４５万人程度になる。 

 前期高齢者でも退職者保険が廃止になり交付金が減って国保の負担が増える可能性がある。しかし、保険料負

担が増えないように０８年度予算には要求したい。 
 

●高齢者支援金の特定保険料はどの程度になるか？ 

<答>まだはっきりしない。上限は国保料４７万円、後期高齢者支援金１２万円。支援金は全国一律で、国へ納

付し国が調整して交付する。収納率が悪く納付額が基準に満たない場合は、自治体が補填しなければならない。 

保険料負担は増えないようにしたいと考えている。 

●後期高齢者医療制度に移行した人が１年以上滞納した場合、「資格証明書」の対象となるが？ 

<答>十分に事情を聞いたうえで報告する。 
 

(２)国保料の特別徴収（年金天引き）について 

●国の判断基準では滞納者は特別徴収をしないとなっているようだが？ 

<答>滞納があっても可能な場合は現年度から徴収を考えている。 

●分割納付などで普通徴収を希望する人は認められるのか？ 

<答>今後の検討。 

●特別徴収の開始はいつの年金からか？ 

<答>国は０８年４月～１０月までの間にと示しているが、システムの変

更もあり４月実施は難しいのではないかと思う。 
 

(３)国保健診について 

●進捗状況 

<答>受診率を国は２０１２年までに６５％と言っているが、現在のすこ

やか健診は２９％であり５年計画でどう引き上げていくかが問題。初年度

は３５％をめざしている。保健指導は初年度も１０％程度で考えている。 

●健診料の自己負担はどうなるか？ 

<答>応分の負担をしてもらいたい、現行の負担額を基本に考えている。 

●国保料滞納者への健診におけるペナルティは？ 

<答>考えていない。 
 

(４)国民年金保険料滞納者と国保との関連について 

●国民年金保険料を滞納している国保世帯に、国保短期保険証発行などのペ

ナルティは？ 

<答>検討中で今の時点では未定。市民の理解が得られるかどうか。 

 08年から「後期高齢者医療制度」や特定健

診制度の開始などで、国保は今までと大きく

変わろうとしています。11/15に札幌社保協

は市の国保課と懇談を持ち、今後の国保につ

いて色々と聞いてみました。社保協側9人、市

から国保年金課長など6人が出席しました。 

全道国保改善運動 

交流集会 
 

【日時】12月1日（土） 

       13:30～17:30 

【会場】菊水ビル 

(白石区菊水4条1丁目、勤医協札幌

病院裏) 

 

記念講演 

「国保・介護110番の20年がつく

りだしたもの」 

    細川久美子道生連副会長 

○基調報告 

○テーマ 

 減免運動・国保料天引き 

 高すぎる国保料 

 特定健診・特定保健指導 


